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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
は
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
状
況
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
一
層
の
歳
出
の
削
減
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例
期
間
」
と
い
う

）
に
お
い
て
は
、

。

各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
の
受
け
る
歳
費
に
つ
い
て
は
、
歳
費
月
額
か
ら
、
歳
費
月
額
に
十
二
・
八
八
％
を
乗
じ

て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
こ
と
。

三
、
特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
の
受
け
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、
各
議
院
の
議
長
、
副

議
長
及
び
議
員
が
受
け
る
べ
き
期
末
手
当
の
額
か
ら
、
当
該
額
に
十
二
・
八
八
％
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず

る
こ
と
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


